
大阪府条例第　　　号
高等学校等の授業料無償化等を推進する条例の一部を改正する条例
高等学校等の授業料無償化等を推進する条例（平成三十一年大阪府条例第五号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

	改正後
	改正前

	
	

	第一条　（略）
（授業料等）
第二条　この条例において、授業料等とは、授業料並びに私立の高等学校等が保護者及び生徒に負担を求める施設整備費等の経常的納付金（以下「施設整備費等」という。）をいう。
２　授業料無償化等の対象となる施設整備費等については、毎年度府が公表するよう努めるものとする。
（府の責務）

第三条　府は、前文の理念及び第一条の目的を達成するため、高等学校等の授業料無償化等に関する施策を積極的に策定するとともに、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。なお、施策の策定及び必要な財政上の措置を講ずる場合には、所得制限を設定しないこととし、府民である生徒が府外に所在する私立の高等学校等に在籍する場合も授業料無償化等の対象に含めることとする。
	第一条　（略）
（府の責務）

第二条　府は、前文の理念及び前条の目的を達成するため、高等学校等の授業料無償化等に関する施策を積極的に策定するとともに、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

	
	


附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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